
喫煙できる場所・できない場所を知って

健康増進法が改正されます。目的は望まない受動喫煙をなくすこと。健康への影
響が大きい子どもや病気の人に特に配慮されます。施設・場所ごとに喫煙できる
場所、できない場所を明らかにし、喫煙できる場所の掲示を義務づけます。

 「健康増進法」改正

公共施設敷地内は
原則すべて禁煙

学校・病院・保育所・市役所などでは、令和２年４月からの

法施行に先行して施設敷地内が原則全面禁煙に。施設によっ

ては屋外に受動喫煙防止の措置をした喫煙場所を設置する場

合があります。詳しくは各施設にお問い合わせください。

学校 市役所
（行政機関の庁舎）

保育所など
（児童福祉施設） 病院・診療所
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